
令和 8 年 3 月 6 日  
 
 

教育学部合格者 各位 
 

山口大学教育学部長 
 
 

「こども性暴力防止法」の施行に伴う同意書及び誓約書の作成について（依頼） 
 

このたびは、本学教育学部に合格されましたことを、心よりお祝い申し上げます。 
さて、子どもへの性暴力等は、子どもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に

深刻な影響を与えるおそれがあり、絶対に防がなければなりません。 
令和 6 年 6 月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律」（いわゆる「こども性暴力防止法」、令和 8 年 12
月 25 日施行予定）に基づき、教育実習・保育実習等を行う際には、児童・生徒・幼児等の
安全を確保することが義務付けられています。 

こども家庭庁および文部科学省からの要請を踏まえ、入学予定者の皆様に本法の趣旨を
ご理解いただくため、別紙の「同意書」および「誓約書」をご作成のうえ、封筒に「同意書
等在中」と朱書きし、下記宛てに郵送してくださいますようお願いいたします。 
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「こども性暴力防止法」が 

2026 年 12 月 25 日にスタートします。 

〜実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります〜 

こども性暴力防止の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾な

ど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求

められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります

ので、留意点をお知らせします。 

 

【事業者に求められる取組】 

  日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。 

  こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。 

  性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。 

【実習生に関する留意点】 

  実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期

間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性

を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場

合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は

実習先の事業者が行います。 



  性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども

家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。 

  性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなり

ます。  

  入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。 

  性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可

能性があります。 

  性犯罪の前科がある場合、教育実習等を実施することができないため、卒業要件

を満たすことができず、卒業することができません。 

【参考】 

制度の詳細はこちらをご覧ください。 

  こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者

による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律）」 

リンク：https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 
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同意書 
 
山口大学 
教育学部長 殿 
 
 
 

私は、貴学への入学に際し、下記の事項について同意いたします。 
 

記 
 
① 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措

置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「法」という。）の施行日（令和８年 12 月
25 日を予定）以降、児童等に接する実習（以下「実習」という。）を行う前に、法に基づ
く犯罪事実確認が行われる可能性があること。 
 この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等
のおそれがあるとの判断の下、実習を行うことができないこと。 

 
② 実習を行うことができない場合には、教員養成課程を修了して大学等を卒業すること

により得られる普通免許状の取得要件を満たすことができないこと。 
 
③ 実習を行うことができない場合には、卒業要件を満たすことができず、卒業ができない

こと。 
 

以上 
 

令和  年  月  日 
 

署名（自署） 
新入生氏名：                

 
署名（自署） 
保護者氏名：                

 



誓約書 
 
山口大学 
教育学部長 殿 
 
 
 

私は、貴学への入学に際し、以下の事項を誓約いたします。 
 

記 
 

私は、裏面記載の、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保
育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第
69 号）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。 
 
※ なお、本誓約書署名時に、同法第２条第７項第６号が委任する政令が制定されていない
場合であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における、同号イからニに定
める行為に対する罰則について、前科がないこと（当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に
該当しないこと）を、本誓約書をもって誓約いたします。 
 

以上 
 

令和  年  月  日 
 

署名（自署） 
氏   名：                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参照条文）  
※「特定性犯罪」について、次の期間内の前科が対象となります。  
拘禁刑（服役）：刑の執行終了等から20年  
拘禁刑（執行猶予判決を受け、猶予期間満了）：裁判確定等から10年  
罰金：刑の執行終了等から10年  

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和

６年法律第69号）（抄）  

（定義）  

第二条（略）  

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。  

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、

第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）の罪  

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第一項の罪

を犯す行為に係るものに限る。）  

三 児童福祉法第六十条第一項の罪  

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第

五十二号）第四条から第八条までの罪  

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等

に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪  

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令

で定めるもの  

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為  

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その

他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影

する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為  

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。）  

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為  

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者

（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）であ

って、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの  

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した

日から起算して十年を経過しないもの  

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

 


